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                        （社）愛知県建築士事務所協会 
                           名古屋支部 法令行政委員会 
 
講習会「省エネ法改正概要について」及び「サッシ等エコポイントについて」講習会「省エネ法改正概要について」及び「サッシ等エコポイントについて」講習会「省エネ法改正概要について」及び「サッシ等エコポイントについて」講習会「省エネ法改正概要について」及び「サッシ等エコポイントについて」    
 

上記の講習会を関係各位の皆様の協力を得て開催する事が出来ましたのでご報告いたし

ます。 
 
日時平成 22 年 5 月 11 日（火）13：50～16：00 
場所 YKK AP(株)栄 YF ビル 6 階大会議室 
 
講習会 次第 
 
① 挨拶 当協会 名古屋支部 支部長 斉藤隆 
② 講習会 1 

「省エネ法改正概要について」 
名古屋市住宅局建築指導課工事指導係 松浦係長 

③ 講習会 2 
「サッシ等エコポイントについて」 

  YKK AP(株) 中部統括支店 名古屋ビル建材店 
          窓リフォーム推進課 赤塚陽子氏 
 

記 
講習①「省エネ法改正概要について」 

地球温暖化が深刻化し、エネルギーが長期的に需給逼迫している為、省エネルギー対策

を強化する必要となっている。 
そこで住宅を含め全ての建築物に対する省エネルギー対策の強化を図るべく「住宅建築

物分野のエネルギーの使用の合理化に関する法律」が改正されました。次にその概要を説

明します。 
 
POINT.1 
 平成 22 年 4 月 1 日から床面積 300 ㎡以上の建物は、新築・増改築等の際省エネ措置の届

出と定期報告が必要となりました。従来は床面積 2,000 ㎡以上の大規模建築物に関する措

置が、300 ㎡以上に拡大されました。 
 
POINT.2 

届出した建築物は登録建築物として調査建物となり、省エネ措置の維持保全状況に係る

調査を受ける事が制度化されました。 
更に建築物の設計及び施工を行う者に対し、省エネ性能の向上及び当該性能の表示に関

する国土交通大臣の指導又は、助言をうける事となりました。 
 
POINT.3 

平成 21 年 4 月 1 日から床面積 2,000 ㎡以上の建物（省エネ法で第 1 種特定建築物と称す

る。）について、省エネ措置が著しく不十分な場合に、これまでの指示公表に加え、命令・

罰則が導入され改善措置が勧告される事となった。これを一覧表に示します。 
 
 
 



 

第一種特定建築物と第二種特定建築物の比較 
 第一種特定建築物 第二種特定建築物 
対象規模（床面積） 2,000 ㎡ 300 ㎡以上 2,000 ㎡未満 
省エネ措置の届出対象とな 
る行為 

新築、一定規模以上の増改築 新築、一定規模以上の増改

築 
屋根、壁又は床の一定規模以上

の改修又は模様替 
－ 

空気調和設備等の設置 

又は一定の改修 
－ 

届出義務違反 50 万円以下の罰金 
届出に係る省エネ措置が判 
断基準に照らして著しく不 
十分であるときの措置 

指示 勧告 
公表 － 
命令（命令違反→100 万円以下の罰

金） 
－ 

定期報告の対象 省エネ措置の届出をした者 省エネ措置の届出をした者

（住宅は除く） 
届出事項に係る維持保全の状況 届出事項に係る維持保全の

状況 
（空気調和設備等の省エ

ネ措置に限る） 

報告義務違反 50 万円以下の罰金 
報告事項が著しく不十分で

あるときの措置 
勧告 勧告 

 
 
POINT.4 

建築物の販売、賃貸を行う事業者は、建築物の省エネ性能の表示により、一般消費者に

対して情報提供を行うことが求められます。表示内容は総合的な省エネ性能又は断熱性能

基準となります。評価方法は登録建築物調査機関による第三者評価と自己評価があり各々

に評価法が政策で定められています。 
 
POINT.5 

建築物の新築又はリフォーム（増・改築等）及び改修工事でエコポイントが発行されま

す。平成 22 年 3 月 9 日、国交省・経産省・環境省・概要リーフレットにより定められまし

た。従って省エネ措置による性能基準値の内容に依ってポイントが定められています。詳

細は（財）建築環境・省エネルギー機構の機関誌「ＩＢＥＣ」を参考にしていただきたい

と思います。 
 

 

No. 図  書  名 頒 価(税
込) 

No.01 住宅の省エネルギー基準の解説（改訂第３版） 5,250 円 



No.02 住宅の省エネルギー措置の届出の解説（CD－ROM 付） 6,300 円 

No.03 住宅の省エネルギー措置届出書類作成事例 
－鉄筋コンクリート造－ 5,250 円 

No.04 住宅の省エネルギー措置届出書類作成事例 
－木造・鉄骨造－ 4,200 円 

No.05 

～ 

No.25 

略  

No.26 
建築物の省エネルギー基準と計算の手引 
新築・増改築の性能基準（ＰＡＬ／ＣＥＣ） 
－平成－平成－平成－平成 21212121 年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－ 

4,700 円 

No.27 
建築物の省エネルギー基準と計算の手引 
新築・増改築の仕様基準（ポイント法） 
－平成－平成－平成－平成 21212121 年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－ 

2,800 円 

No.28 
建築物の省エネルギー基準と計算の手引 
新築・増改築の仕様基準（簡易なポイント法） 
－平成－平成－平成－平成 21212121 年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－ 

3,000 円 

No.29 
建築物の省エネルギー基準と計算の手引 
大規模修繕等 
－平成－平成－平成－平成 21212121 年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－年省エネ基準対応－ 

3,400 円 

No.30
～

No.37 
略  

 
上 記 の 参 考 図 書 は （ 財 ） 建 築 環 境 ・ 省 エ ネ ル ギ ー 機 構 の ホ ー ム ペ ー ジ

（http://www.ibec.or.jp/tosyo/index.html）に掲載されていますのでご覧ください。 
なお省略欄は結露及びＣＡＳＢＥＥ関連の図書ですので今回は除かせていただきました。 



 
 
 
 
 
 
講習会②「サッシ等のエコポイントについて」 

住宅及び一般建築物が新築及びリフォームでエコポイントを受ける項目は「外皮」（外装

関係）「空調設備」「換気設備」「照明設備」「給湯設備」「昇降機」等、多岐に渡りますがそ

の内で具体的で身近な工事であるサッシについて YKK AP（株）様に詳しく説明していた

だきました。 
サッシはその目的から照明・断熱・結露防止・騒音防止・粉塵防止・火災防止等の目的

項目が沢山あります。 
その為各目的別にエコポイントが発行されています。 

 
POINT.1 

住宅及び建築物の発行されるポイント数は 1戸あたり 300,000 ポイントを限度とします。 
工事は平成 22 年 1 月 28 日以降に工事が完了したものに限ります。 

リフォームの場合は窓の断熱改修（内窓設置）又は外窓交換又はガラス交換等に分かれ

ます。その他、外壁・屋根・天井・床の改修・更にバリアフリー改修等が対象となります。 
 
POINT.2 

ポイントの申請制限は住宅新築の場合平成 23 年 6 月 30 日までそして共同住宅は平成 23
年 12 月 31 日までとなっています。 

いずれも平成 22 年 3 月 9 日、国交省・経産省・環境省・概要リーフレットにより定めら

れています。詳細は関係官庁（県庁又は市役所）に問い合わせてください。 



POINT.3 
対象建物と申請者は「持家」「賃貸」は問いません又エコポイント申請は住宅の所有者で

「個人」「法人」を問わず管理組合も対象です。 
 

以上概要を書きましたが実務は関係官庁又は大手サッシ業者とご相談ください。 
 
 

 
 

 
 

 


